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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２１年１０月１５日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委 員 長  後 藤 昇 弘 

                           委   員  楠 木 行 雄 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員死亡 

発生日時 不明（平成２０年９月２４日 ０１時１０分～０１時４０分ごろに発生

したものと考えられる。） 

発生場所 不明（静岡県御前崎市御前埼灯台南方沖３００～４００ｍ付近（概位

北緯３４°３５.６′ 東経１３８°１３.６′）で発生したものと考え

られる。） 

事故調査の経過  平成２０年１０月１日、本事故の調査を横浜地方海難審判理事所から

引き継ぎ、調査を担当する主管調査官（横浜事務所）ほか１人の地方事

故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長及び甲板員からの意見聴取は、本人が本事故

で死亡したため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 
 

漁船 第八正 栄
しょうえい

丸、７.９トン 

 ＳＯ２－５０４６（漁船登録番号）、個人所有 

 １２.４５ｍ(Lr)×３.１５ｍ×１.２２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、漁船法馬力数１２０、平成１１年７月５日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ７４歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和５１年１０月１５日 

  免許証交付日 平成１７年１２月１５日 

         （平成２３年２月１０日まで有効） 

甲板員 男性 ４５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成８年８月７日 

  免許証交付日 平成１７年１２月１５日 

         （平成２３年８月６日まで有効） 

 死傷者等 死亡 ２人（船長及び甲板員） 

 損傷 全損 

 事故の経過 

 

 本船は、平成２０年９月２４日０１時ごろ、船長及び甲板員１人が乗

り組み、えび刺網漁の目的で御前崎漁港を出港した。本船は、０１時１

０～１５分ごろ、御前埼灯台の南方沖、水深２～３ｍの海域で、作業灯

を点灯し揚網をしているところを、本船の近くを航行した僚船（以下

「僚船Ａ」）の乗組員と、車で漁港に向かう途中の他の僚船（以下「僚船

Ｂ」）の乗組員に目撃されたが、０１時４０分ごろ、僚船Ｂが、同海域付
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近を航行したときには、本船は見あたらなかった。 

 ０５時３０分ごろ、御前埼灯台の東南東３００ｍ付近の干出浜に転覆

した状態で乗り揚げている本船が、歩行者により発見され、海上保安庁

等の捜索の結果、０６時２０分ごろ、御前埼灯台の東北東３,０００ｍ付

近の海上で船長が発見されたが、搬送先の病院で死亡が確認された。 

 また、翌２５日２１時３０分ごろ、本船発見場所付近で甲板員の遺体

が発見された。 

 船長及び甲板員の死因は溺水と検案された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高 約２ｍ、水温 約２６℃ 

特記事項：９月２１～２３日に台風１４号がフィリピン北方沖を西に通

過していた。 

 その他の事項  船長及び甲板員は、救命胴衣を着用していない状態で発見された。 

 本事故当時、本船の刺網設置場所から約２０ｍ沖に刺網を設置してい

た僚船Ｂでは、揚網中に大きな波が打ち込んで大傾斜し、機関室が浸水

して、ネットローラーが損傷するなどしたため、操業を打ち切る事態が

発生していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

不明 

 船長及び甲板員の死因は、溺水であった。 

 事故発生時、本船は、揚網中であった可能性

があると考えられる。 

 船長及び甲板員は、落水時、救命胴衣を着用

していなかった可能性があると考えられる。 

 船長及び甲板員は、僚船による本船の目撃情

報、僚船Ｂが遭遇した波の状況及び当時の気

象、海象から、本船が波を受けて転覆したこと

により落水した可能性があると考えられるが、

明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、夜間、本船がえび刺網漁の揚網中、船長及び甲板員が、救

命胴衣を着用せずに落水したため、発生した可能性があると考えられ

る。 

 




